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令和５年度 福岡小学校ＰＴＡ活動報告  

 

 活    動    報    告 

各部・委員 

共通 

・部会・委員会（随時） ・常任委員会（3回）※部長・委員長のみ 

・PTA新旧引継ぎ会(4/21) ・ふれあいフェスティバル(11/3) 

・持久走大会手伝い(12/19) ・各種講習会参加 

総 務 部 

・PTA総会(書面)・創立 150周年記念 Tシャツ斡旋 

・スターフェスティバル(7/3) ・ふれあいフェスティバルの幹事(随時) 

・入学説明会（1/19） 

環境文化部 ・ベルマークのおたより作成、ベルマーク仕分け・集計（7月、10月） 

広 報 部 
・ＰＴＡだより作成（3回） 

・各種活動時の写真撮影（随時） 

保健厚生部 
・給食懇談会（5/31） 

・学校保健委員会(6月、10月) 

生活指導部 
・登校指導 

・持ち寄り資源回収 

学 年 委 員 

全学年 創立 150周年記念 Tシャツ斡旋 

その他学年毎の活動 

1年 給食懇談会(5/3１) スターフェスティバル(7/3) 昔あそびの会（12/7） 

2年 スターフェスティバル(7/3) 

6年 卒業パーティー、卒業時寄せ書き・花束準備 

その他校区 

行事手伝い 

・健全育成会あいさつ運動(6/16)(9/1)(1/10) 

・校区体育祭手伝い（9/2,9/3） 
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第１号 



- 4 - 

令和６年度 ＰＴＡ活動計画（案） 

（１）重点目標 

１、基本的生活習慣の習慣化・態度化を図る・・・・あいさつ運動 

２、安全・安心な生活の強化を図る・・・・・・・・・・・・交通指導 

３、地域・親子のふれあいを深める・・・・・・・・・・・・福岡ふれあいフェスティバル 

４、会員の研さんと親睦を図る・・・・・・・・・ＰＴＡ研修会、各種講座、学校保健委員会、学年・学級懇談会 

５、学校の環境美化・整備に努める・・・・・・・・・・・（ア）財務強化 資源回収 （イ）環境美化 

６、福岡小学校創立１５０周年事業への協力・・・・記念品等作成、会議参加、式典手伝い 

（２）ＰＴＡ活動計画表 

 活    動    内    容 

各部・委員 

共通 

・部会委員会（随時） ・常任委員会（3回）※部長・委員長のみ 

・PTA新旧引継ぎ会 ・ふれあいフェスティバル  

・持久走大会手伝い ・各種講習会参加 

総 務 部 
・PTA総会(書面) ・創立 150周年記念 Tシャツ斡旋 

・スターフェスティバル ・ふれあいフェスティバルの幹事(随時) ・入学説明会 

環境文化部 ・ベルマークのおたより作成、ベルマーク仕分け・集計 

広 報 部 ・ＰＴＡだより作成 ・各種活動時の写真撮影（随時） 

保健厚生部 ・給食懇談会 ・学校保健委員会(6月、10月) 

生活指導部 ・登校指導 ・持ち寄り資源回収 

学 年 委 員 

全学年 、校外学習引率、児童交通安全見守り 

その他学年毎の活動 

1年 創立 150周年記念 Tシャツ斡旋、スターフェスティバル、 

昔あそびの会、給食懇談会 

2年 スターフェスティバル、福岡ウォーク サポート 

4年 福岡ウォーク サポート 

5年 野外活動 駐車場誘導 

6年 卒業時寄せ書き・花束準備、卒業パーティー ※ 

その他校区 

行事手伝い 

・健全育成会あいさつ運動 

・校区体育祭手伝い 

・創立 150周年事業手伝い 

   ※卒業パーティーにつきましては、「他校では開催されていないこと」、「PTAの負担軽減」を理由として、 

開催を中止させていただきます。なお、有志による開催を妨げるものではありません。  
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豊橋市立福岡小学校父母教師の会（ＰＴＡ）規約に定める細則の 

一部改定（案）について 
 

令和６年２月１４日に行われた第３回常任委員会にて、保護者の負担軽減と、効率的な事

業実施を目的に各 PTA委員の事業見直しと適正な人員について検討しました。その結果、①

生活指導部は地域の実情に応じて柔軟に委員数を調整すること、②現在各学年から２名選出

されている、広報部を各学年１名に減員することの２点が決定されました。 

このことに伴い、豊橋市立福岡小学校父母教師の会（ＰＴＡ）規約に定める細則を一部改

定したいと考えています。 

 

細則 新旧対照表（案） 

新 旧 

１ 委  員 

 １ 地区委員は、各町ＰＴＡ会員の中よ

り１名又は２名選出し、生活指導部に所属

する。但し、状況により常任委員会で認め

られた場合はこの限りではない。 

 ２ 学年委員は各学年より全員で８名ま

で選出することができ、各学年委員及び広

報、環境文化、保健厚生の何れかの部に所

属して活動する。なお、各学年、各部とも

全員の中から正副委員長・部長を選出す

る。あすなろ学級委員は２名選出すること

ができる。但し、児童数の増減等のある場

合には、常任委員会にて、委員の数を変更

することができる。 

３ （略） 

 附則  

この細則は令和６年５月７日から施行す

る。 

１ 委  員 

 １ 地区委員は、各町ＰＴＡ会員の中よ

り１名又は２名選出し、生活指導部に所属

する。但し、状況により常任委員会で認め

られた場合は３名選出も可とする。 

 ２ 学年委員は各学年より全員で８名選

出し、そのうち４名は各学年委員として、

４名は広報、環境文化、保健厚生の何れか

の部に所属して活動する。なお、各学年、

各部とも全員の中から正副委員長・部長を

選出する。あすなろ学級委員は２名選出す

ることができる。但し、児童数の増減等の

ある場合には、常任委員会にて、委員の数

を変更することができる。 

３ （略） 

委員数の取り扱いについて（関係分のみ） 

①生活指導部 

 （旧）各町自治会から１～２名選出が原則、状況により３名選出も可能。 

（新）各町自治会から１～２名選出が原則だが、地域の実情により変動可能とする。 

②広報部 

（旧）各学年２名 

（新）各学年１名 

今後のスケジュールについて 

令和６年度 

 生活指導部及び各学年広報部２名は既に選出されていることから、現行体制とする。 

令和７年度～ 

 生活指導部の委員数については地域からの申し出に応じて常任委員会でその都度協議す

る。 

広報部については各学年１名の選出とする。  

第３号 
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豊橋市立福岡小学校父母教師の会（ＰＴＡ）規約 

 

（名称） 

第１条 この会は豊橋市立福岡小学校父母教師の会（ＰＴＡ）という。 

（事務所） 

第２条 この会は事務所を豊橋市立福岡小学校に置く。 

（目的） 

第３条 この会は父母と教師が協力して相互の教養を高め、心身ともに健康な児童の育成と福祉の増進をは

かる。 

（活動） 

第４条 この会は前条の目的を達成するために次の活動をする。 

（１）会員相互の親和 

（２）父母と教師による学習 

（３）学校教育に対する理解と協力 

（４）児童の校外における生活指導 

（５）児童の生活環境の改善充実 

（６）その他必要と認められる事項 

（方針） 

第５条 この会は特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的としない。 

（会員） 

第６条 この会の会員は、本校児童の父母またはこれに代わる者及び本校職員とする。 

第７条 会員の入退会に関して次のように定める。 

（１）会長は、児童（生徒）の入学・転入に際し、その保護者にＰＴＡへの加入協力を求めること。 

（２）会員の退会にあたっては、書面をもって会長に届け出ること。ただし、児童（生徒）の学籍がなく

なった場合にはこの限りではない。 

（３）退会した会員の再度の入会はこれを妨げない。  

（役員） 

第８条 この会に次の役員を置く。 

（１）会 長  １名（Ｐ） 

（２）副会長  ３名［Ｐ男１ 女１ Ｔ１（教頭）］ 

（３）庶 務  ２名［Ｐ１  Ｔ１（教務主任）］ 

（４）書 記  ２名［Ｐ２］ 

（５）会 計  ２名［Ｐ１  Ｔ１（校務主任）］ 

（６）会計監査 ２名［Ｐ２］ 

第９条 役員は毎年選考委員会において会員の中より選出され、総会の承認を得る。 

第 10条 役員の任務は次の通りである。 

（１）会長は会を代表し、会を総理する。 

（２）副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。なお、副会長の女子１名は女性

部長として活動する。 

（３）庶務は文書の処理ならびに記録を掌り、資料の提供、会議通知の発送など、この会の運営の円滑化
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を図る。庶務のうちＰ代表１名を副女性部長とよぶ。 

（４）書記は庶務の任務を補佐する。 

（５）会計は予算の編成、財産管理など一切の会計事務を掌る。 

（６）会計監査は会計の監査を行う。 

第 11条 役員の任期は１年とし、定期総会より次期定期総会までとする。再任は妨げないが同一役職は原

則として２年までとする。会員資格を失った者も総会終了するまではその任にあたる。 

（委員） 

第 12条 委員は、学年・地区のそれぞれ会員の中より選出する。 

第 13条 この会の活動を推進するために、各正副部長・各正副学年委員長を置く。 

（会議） 

第 14条 この会の会議は次の通りとする。 

（１）総 会 

 （２）役員会 

 （３）常任委員会 

 （４）全体委員会 

 （５）部 会 

 （６）学年委員会 

  学校長はこの会の顧問とし、各種会議に出席し協議に参画する。 

第 15条 総会は定期総会及び臨時総会の２種とし、定期総会は原則として４月に開催し、 

臨時総会は必要が生じた時に開催する。 

第 16条 総会は会員全員をもって構成され、この会の最高決議機関である。役員、会費、 

規約の改廃、予算、決算、活動計画及び報告等の議決・承認を行う。議決は、出席 

者の過半数の同意を要する。 

第 17 条 役員会は第８条に定める者をもって構成し、委任されたこの会の運営・企画の立案につき随時協

議する。 

第 18 条 常任委員会は役員、各部部長、各学年委員長、教師常任委員をもって構成し、事業の実施方法、

総会提出議案等を審議し、活動を推進する。 

第 19 条 委員会は役員及び委員をもって構成し、必要に応じ会長がこれを召集する。その機能は次の通り

とする。 

（１）総会に提出する議案の作成 

（２）総会で決議された事項の処理と諸事業の計画 

（３）その他必要な事項 

（経理） 

第 20条 この会の経費は会員、その他の収入をもって充て、会費は総会において決定された額を納付する。 

第 21条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告しなければならない。 

第 22条 この会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとする。 

（慶弔） 

第 23条 この会の慶弔は別に定め、改正については常任委員会で決定する。 

（細則） 

第 24条 この会を運営するために必要な細則は常任委員会に諮り、別に定める。 
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（設立年月日） 

第 25条 この会の設立年月日は平成１０年４月 1日とする。 

 

 

附 則 

この改正規約は平成１０年４月１日より実施する。 

 この改正規約は平成２５年４月１日より実施する。 

 この改正規約は平成２９年４月２２日より実施する。 

 この改正規約は平成３０年４月２１日より実施する。 
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細      則 

 

１ 委員 

 １ 地区委員は、各町ＰＴＡ会員の中より１名又は２名選出し、生活指導部に所属する。但し、状況によ

り常任委員会で認められた場合は３名選出も可とする。  

２ 学年委員は各学年より全員で８名選出し、そのうち４名は各学年委員として、４名は広報、環境文化、

保健厚生の何れかの部に所属して活動する。なお、各学年、各部とも全員の中から正副委員長・部長を

選出する。あすなろ学級委員は２名選出することができる。但し、児童数の増減等のある場合には、常

任委員会にて、委員の数を変更することができる。 

３ 委員の任期は１年とし、再選を妨げない。 

２ 部 

１ この会の活動を維持するために、次の４部を置く。 

  イ 広報部 

   会員に対し、情報の伝達、意見の交換等により、会員意識の高揚を図る。 

  ロ 環境文化部 

   会員相互の教養と親和を図るとともに、学校環境の整備をする。 

  ハ 保健厚生部 

   学校保健委員会に協力し、児童の生活環境の改善を図る。 

  二 生活指導部 

児童の家庭生活、社会生活ならびに自主的団体生活の補導と、児童のために活動する地区他団体との

協力を図り、望ましい地域社会の育成に努める。 

２ 各部に本校職員を常任委員として１名置く。役員は各部を統括する。 

３ 学年委員 

１ 学年委員は、学年単位の諸問題を中心に話し合い、活動を推進する。各学年に本校職員を常任委員と

して１名置く。役員は各学年を統括する。 

４ 役員選考委員会 

１ 構成 

  選考委員会は、常任委員会が会員中より委嘱した若干名の委員をもって構成する。選考委員が候補者と

して推薦された場合は、諾否を問わず離任する。 

２ 任務 

役員の選考は３月中旬までに完了し、総会で承認された時点で解任される。 
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豊橋市立福岡小学校ＰＴＡ慶弔規定 

 

第１条 次の慶弔については、祝金を贈り慶意を表す。 

 １ 学校職員の結婚   ５，０００円相当 

 ２ 学校職員の出産   ５，０００円相当 

第２条 学校職員の転退職については、記念品を贈る。 

第３条 次の弔事については、香料を贈り、役員と該当する部長・学年委員長・委員が参列し、弔意を表す。 

１ 学校職員の死亡             役員会にて協議 

 ２ 学校職員の配偶者、子女、父母の死亡   ５，０００円相当 

 ３ 児童の死亡              １０，０００円相当 

 ４ 会員の死亡              １０，０００円相当 

 ５ 通夜・葬儀               生花１基 

   ※通夜には、3,000円相当の淋見舞を持ち、役員と委員代表が臨席する。 

第４条 傷病による次の場合は、見舞金（品）を持ち、役員と該当する部長・学年委員長・委員がお見舞す

る。 

１ 学校職員が２週間以上の入院      ５，０００円相当 

２ 児童の１ヶ月以上の入院        ５，０００円相当 

第５条 災害その他により、学校職員及び会員が被災した場合、その程度により、役員会で、見舞や援助の

方法を決定し施行する。 

第６条 上記各項に規定しない慶弔を必要とする事態が起きた場合、役員会の決議により施行し、事後常任

委員会に報告する。 

第７条 本会の慶弔については、一切返礼を受けないものとする。 

第８条 本規定の経費は、ＰＴＡ一般会計より支出する。 

第９条 本規定は平成９年３月１２日改訂、同日より施行し、これの改廃は常任委員会の過半数の決議によ

る。 

参考 各学級で慶弔を必要とする場合下記に準ずる。 

１ 各家庭への連絡は、担任と相談して学級委員が行う。 

２ 慶弔見舞は、ＰＴＡ一般会計で一括するため原則として学級児童から集めないものとする。 

附則 

１ ここでいう参列、見舞する役員とは、会長と女性部長もしくはその代理者のことである。 

２ 慶弔事が発生した場合は、女性部長または役員の連絡により行動する。また慶弔記録の保管は役員で行

うものとする。 

３ 弔事について県外もしくは遠方の場合、参列は必要としない。 
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担　当 主任 氏　名 ＰＴＡ担当 備　考

校　長 山田　浩一 顧問 鷹丘小より

教　頭 今田　泰代 副会長

教　務 後藤　高尚 庶務

校　務 岩田　香苗 会計

事務主任 鈴木　里依 牟呂中より

養護教諭 鈴木　育子 保健厚生部

１年１組 小田　雄子

１年２組 ○ 立岩　香織 学年委員会

１年３組 伊藤　真綾

新入学支援員 八木　志野世

発障支援員 中野　亜紀

２年１組 市川　晋一郎 保健厚生部

２年２組 ○ 中原　舞子 学年委員会・環境文化部

２年３組 渡辺　澪 新規採用

２年４組 深城　郁人

３年１組 平野　稔裕

３年２組 ○ 大木　由美子 学年委員会・広報部

３年３組 青木　京子

４年１組 鶴間　桂

４年２組 ○ 仁枝　浩之 学年委員会

４年３組 内藤　誉貴 安城・東山中より

５年１組 荻野　岳大

５年２組 ○ 伊藤　哲也 学年委員会 本郷中より

５年３組 戸田　夢来

５年４組 藤城　勇輔

音楽専科 白井　三千代

６年１組 渡瀬　めぐみ

６年２組 ○ 板坂　義男 学年委員会・生活指導部

６年３組 内藤　祐輝

英語専科 沖山　円佳

あすなろ１組 和田　真由

あすなろ２組 原田　綾子

あすなろ３組 ○ 林　典子 学年委員会

あすなろ４組 柵木　雄佑

ことばの教室 石川　文香 つつじが丘小より

初任者指導教員 大塚　啓美 磯辺小より

国際教室 岡山　千砂 岩西小より

栄養教諭 山本　加奈子

用務員 中島　菜穂子 吉田方小より

用務員 尾原　宏明

校務補助 杉浦　利行

少人数指導・初任者補助 河合　泰子

理科専科 平野　英夫

スクールカウンセラー 渡邊　玲子

学校図書館司書 濱崎　知子

ＡＬＴ Ana May Higuchi

ＳＡ 白井　千里

令和６年度　福岡小学校　教職員一覧 
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福岡小学校創立１５０周年記念で、校内応募により決定しました 

マスコットキャラクター「ふっきー」 

令和６年度、福岡小学校は創立１５０周年を迎えます 


